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（別 紙） 
新 旧 対 照 表  

（注）下線を付した部分が改正部分である。 
改 正 後 改 正 前 

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出

等に関する法律（国外財産調書及び財産債務調書関係）の取扱い 

 

 

用語の意義（省 略） 

 

 

第２条（定義）関係（省 略） 

 

第５条（国外財産調書の提出）関係（省 略） 

 

第６条（国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）関係 

６－３（重要なものの記載が不十分であると認められる場合） 

６－４（法第６条第１項及び第３項の適用の判断の基となる国外財産

調書） 

６－４の２（相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場

合） 

６－６（居住者の責めに帰すべき事由がない場合） 

６－７（国外財産に関する書類の提示又は提出がなかった場合の過少

申告加算税等の特例の対象となる国外財産の単位） 

６－８（法第６条第７項の規定により読み替えられた同条第３項の「修

正申告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合」

の範囲） 

 

第６条の２（財産債務調書の提出）関係（省 略） 

 

第６条の３（財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）

関係（省 略） 

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出

等に関する法律（国外財産調書及び財産債務調書関係）の取扱い 

 

 

用語の意義（同 左） 

 

 

第２条（定義）関係（同 左） 

 

第５条（国外財産調書の提出）関係（同 左） 

 

第６条（国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）関係 

６－３（重要なものの記載が不十分であると認められるとき） 

６－４（法第６条第１項及び第２項の適用の判断の基となる国外財産

調書） 

（新 設） 

 

（新 設） 
（新 設） 

 
（新 設） 

 
 

 

第６条の２（財産債務調書の提出）関係（同 左） 

 

第６条の３（財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）

関係（同 左） 
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改 正 後 改 正 前 
６の３－３（重要なものの記載が不十分であると認められる場合） 

６の３－４の２（相続財産債務を有する者の責めに帰すべき事由がな

い場合） 

 

表１（国外財産調書合計表） 

表２（財産債務調書合計表） 

 

附則 

 

 

第２条（定義）関係（省 略） 

 

第５条（国外財産調書の提出）関係 

（有価証券等の取得価額の例示） 

５－９の２ 

規則別表第一に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当す

る財産（規則別表第一備考四に規定する特定有価証券に該当する有価

証券を除く。）が、法第６条の２第３項の規定により同条第１項に規定

する財産債務調書への記載を要しない財産である場合には、国外財産

調書にその財産の取得価額を記載することとなるのであるが、その取

得価額は、財産の区分に応じ、例えば次に掲げる方法により算定するこ

とができる。 

⑴ 規則別表第一（六）に掲げる財産（有価証券）又は（七）に掲げる

財産（匿名組合契約の出資の持分）については、次の価額。 
イ 金銭の払込み又は購入により取得した場合には、当該財産を取得

したときに支払った金銭の額又は購入の対価のほか、購入手数料な

ど当該財産を取得するために要した費用を含めた価額。 
ロ 相続（限定承認を除く。）、遺贈（包括遺贈のうち限定承認を除く。）

又は贈与により取得した場合には、被相続人、遺贈者又は贈与者の

取得価額を引き継いだ価額。 
ハ イ、ロその他合理的な方法により算出することが困難である場合

には、次の価額。 

６の３－３（重要なものの記載が不十分であると認められるとき） 

（新 設） 

 

 

表１（国外財産調書合計表） 

表２（財産債務調書合計表） 

 

附則 

 

 

第２条（定義）関係（同 左） 

 

第５条（国外財産調書の提出）関係 

（有価証券等の取得価額の例示） 

５－９の２ 

規則別表第一に規定する（六）から（九）までの財産の区分に該当す

る財産（規則別表第一備考四に規定する特定有価証券に該当する有価

証券を除く。）が、法第６条の２第２項の規定により同条第１項に規定

する財産債務調書への記載を要しない財産である場合には、国外財産

調書にその財産の取得価額を記載することとなるのであるが、その取

得価額は、財産の区分に応じ、例えば次に掲げる方法により算定するこ

とができる。 

⑴ 規則別表第一（六）に掲げる財産（有価証券）又は（七）に掲げる

財産（匿名組合契約の出資の持分）については、次の価額。 
イ 金銭の払込み又は購入により取得した場合には、当該財産を取得

したときに支払った金銭の額又は購入の対価のほか、購入手数料な

ど当該財産を取得するために要した費用を含めた価額。 
ロ 相続（限定承認を除く。）、遺贈（包括遺贈のうち限定承認を除く。）

又は贈与により取得した場合には、被相続人、遺贈者又は贈与者の

取得価額を引き継いだ価額。 
ハ イ、ロその他合理的な方法により算出することが困難である場合

には、次の価額。 
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改 正 後 改 正 前 
(ｲ) 当該財産に額面金額がある場合には、その額面金額。 
(ﾛ) その年の 12 月 31 日における当該財産の価額の 100 分の５に

相当する価額。 
⑵ 規則別表第一（八）に掲げる財産（未決済信用取引等に係る権利）

又は（九）に掲げる財産（未決済デリバティブ取引に係る権利）につ

いて、当該財産のその年の 12 月 31 日における価額を５－８⑺又は

⑻に掲げる方法より算出した価額により記載する場合にはゼロ。 

 

 

第６条（国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）関係 

（国外財産に基因して生ずる所得に該当しないもの） 

６－２ 

人的役務の提供に係る対価及び俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこ

れらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬（株式を

無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する

権利の行使による経済的利益を除く。）については、法第６条第１項に

規定する「国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるもの」に該当し

ないため、同項及び同条第３項の規定は適用されないことに留意する。 

 

（重要なものの記載が不十分であると認められる場合） 

６－３ 

法第６条第３項第２号に規定する「記載すべき事項のうち重要なも

のの記載が不十分であると認められる場合」とは、規則第 12条第１項

の規定により国外財産調書に記載すべき事項（以下この項において「記

載事項」という。）について誤りがあり、又は記載事項の一部が欠けて

いることにより、所得の基因となる国外財産の特定が困難である場合

をいう。 

 

（法第６条第１項及び第３項の適用の判断の基となる国外財産調書） 

６－４ 

法第６条第１項及び第３項の規定の適用は、同条第２項若しくは第

４項各号又は令第 12条第１項に規定する国外財産調書により判定する

(ｲ) 当該財産に額面金額がある場合には、その額面金額。 
(ﾛ) その年の 12 月 31 日における当該財産の価額の 100 分の５に

相当する価額。 
⑵ 規則別表第一（八）に掲げる財産（未決済信用取引等に係る権利）

又は（九）に掲げる財産（未決済デリバティブ取引に係る権利）につ

いて、当該財産のその年の 12 月 31 日における価額を５－８(７)又

は（８）に掲げる方法より算出した価額により記載する場合にはゼ

ロ。 

 

第６条（国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）関係 

（国外財産に基因して生ずる所得に該当しないもの） 

６－２ 

人的役務の提供に係る対価及び俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこ

れらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬（株式を

無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する

権利の行使による経済的利益を除く。）については、法第６条第１項に

規定する「国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるもの」に該当し

ないため、同項及び同条第２項の規定は適用されないことに留意する。 

 

（重要なものの記載が不十分であると認められるとき） 

６－３ 

法第６条第２項に規定する「国外財産調書に記載すべき事項のうち

重要なものの記載が不十分であると認められるとき」とは、規則第 12

条第１項に規定する記載事項について誤りがあり、又は記載事項の一

部が欠けていることにより、所得の基因となる国外財産の特定が困難

である場合をいう。 

 

 

（法第６条第１項及び第２項の適用の判断の基となる国外財産調書） 

６－４ 

法第６条第１項及び第２項の規定の適用は、同条第３項各号又は令

第 12 条第１項に規定する国外財産調書により判定するのであるから、
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改 正 後 改 正 前 
のであるから、これらの規定に規定する国外財産調書以外の国外財産

調書に法第６条第１項に規定する「当該修正申告等の基因となる国外

財産」の記載があった場合でも、同条第３項第２号の「記載がない場合」

に該当することに留意する。 
 

（相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がない場合） 

６－４の２ 

法第６条第３項各号に規定する「相続国外財産を有する者の責めに

帰すべき事由がない場合」とは、例えば、国外財産調書の提出義務者又

は当該提出義務者以外の者で国外財産調書に記載すべき相続国外財産

（法第５条第２項に規定する相続国外財産をいう。以下この項及び６

－８において同じ。）に関する書類を保有する者が、災害があったこと、

又は病気による入院をしたこと等により、国外財産調書の記載又はそ

の提出が困難であると認められる場合などのほか、相続国外財産の内

容、管理状況その他の客観的な事実に基づき、相続人が相続国外財産の

存在を知り得ることが困難であると認められる場合が該当する。 

なお、この相続国外財産の存在を知り得ることが困難であると認め

られる場合とは、相続人が通常考えられる財産調査を尽くした事実が

あるものの、被相続人が生前に一部の相続人しか知り得ない方法によ

り財産を管理しており、その一部の相続人から知らされていなかった

ことにより、国外財産調書の提出期限において、その相続国外財産の存

在を他の相続人が知らなかった場合などをいう。 

 

（国外財産調書の提出を要しない者から提出された国外財産調書の取

扱い） 

６－５ 

提出された国外財産調書に記載された国外財産の価額によれば法第

５条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定による国外財産調書の提出を要しない者から提出された国

外財産調書は、法第６条第２項若しくは第４項又は令第 12条第１項各

号に規定する国外財産調書に該当しないことに留意する。 

 

これらの国外財産調書以外の国外財産調書に法第６条第１項に規定す

る「当該修正申告等の基因となる国外財産」の記載があった場合でも、

同条第２項の「記載がないとき」に該当することに留意する。 
 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国外財産調書の提出を要しない者から提出された国外財産調書の取

扱い） 

６－５ 

提出された国外財産調書に記載された国外財産の価額によれば法第

５条第１項の規定による国外財産調書の提出を要しない者から提出さ

れた国外財産調書は、法第６条第３項各号又は令第 12 条第１項に規定

する国外財産調書に該当しないことに留意する。 
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改 正 後 改 正 前 
（居住者の責めに帰すべき事由がない場合） 

６－６ 

 法第６条第７項に規定する「居住者の責めに帰すべき事由がない場

合」とは、例えば、同項の居住者が調査において国外財産調書に記載す

べき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類の提示又は提出を求め

られた後に、当該居住者又は書類保有者（当該居住者以外の者で当該書

類を保有する者をいう。以下この項において同じ。）が、災害があった

こと、又は病気による入院をしたこと等により、指定された期限までに

その提示又は提出をすることができない場合などのほか、当該書類保

有者に当該書類の取寄せを依頼しても、当該書類の収集に相当な困難

を伴うことが判明した場合をいう。 

 なお、当該書類の収集に相当な困難を伴うことが判明した場合とは、

次に掲げる場合など、当該居住者が通常取り得る手段を用いても入手

できないことが客観的に確認することができる場合をいう。 

⑴ 当該書類保有者が所在する国の国内法の規定により、当該書類の

取得が困難である場合 

⑵ 当該書類について、法令等の規定により保存すべき期間が徒過し

ている場合 

⑶ 当該書類保有者が所在不明となっている場合 

⑷ 当該居住者が当該書類保有者から当該書類の提出を拒否された

場合 

（注） 当該居住者と当該書類保有者との間に支配関係や親族関

係その他の特殊の関係がある場合、当該居住者が当該書類

保有者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定で

きる関係がある場合などには、基本的に書類の収集に相当

な困難を伴うこととは言えないことに留意する。 

 

（国外財産に関する書類の提示又は提出がなかった場合の過少申告加

算税等の特例の対象となる国外財産の単位） 

６－７ 

 法第６条第１項又は第３項の規定の適用に当たっては、令第 11 条の

規定により、修正申告等（法第６条第１項に規定する修正申告等をい

（新 設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新 設） 
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改 正 後 改 正 前 
う。以下６－８において同じ。）の基因となる国外財産についての国外

財産調書への記載の有無は、一の国外財産ごとに判定することとされ

ているが、法第６条第７項の適用に当たっても、国外財産調書に記載す

べき国外財産の取得、運用又は処分に係る一定の書類の提示又は提出

の有無は、一の国外財産ごとに判定することに留意する。 

 

（法第６条第７項の規定により読み替えられた同条第３項の「修正申

告等の基因となる相続国外財産についての記載がない場合」の範囲） 

６－８ 

 法第６条第７項第２号の規定により読み替えられた同条第３項の

「第２号に掲げる場合のうち同号の国外財産調書に記載すべき当該修

正申告等の基因となる相続国外財産について記載がない場合」には、当

該国外財産調書に当該修正申告等の基因となる相続国外財産について

記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められる

場合が含まれることに留意する。 
 
第６条の２（財産債務調書の提出）関係 
（規則別表第三（六）、（十一）、（十四）、（十五）の財産の例示） 

６の２－２ 

⑴ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（六） 有価証券」

に該当する。 

 イ 質権又は譲渡担保の対象となっている有価証券 

 ロ 規則第 12条第２項に規定する「株式に関する権利（株式を無償

又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する

権利を含む。）」のうち新株予約権 

（注） 規則第 12 条第２項括弧書に規定する「株式を無償又は有

利な価額で取得することができる権利」のうちその年の 12

月 31 日が権利行使可能期間内に存しないものについては、

財産債務調書への記載を要しないことに留意する。 
また、「その他これに類する権利」には、株主となる権利、

株式の割当てを受ける権利、株式無償交付期待権が含まれ

る。 

 
 
 
 
 
 
（新 設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６条の２（財産債務調書の提出）関係 

（規則別表第三（六）、（十一）、（十四）、（十五）の財産の例示） 

６の２－２ 

⑴ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（六） 有価証券」

に該当する。 

 イ 質権又は譲渡担保の対象となっている有価証券 

 ロ 規則第 12条第２項に規定する「株式に関する権利（株式を無償

又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する

権利を含む。）」のうち新株予約権 

  (注) 規則第 12 条第２項括弧書に規定する「株式を無償又は有

利な価額で取得することができる権利」のうちその年の 12月

31 日が権利行使可能期間内に存しないものについては、財産

債務調書への記載を要しないことに留意する。 
また、「その他これに類する権利」には、株主となる権利、

株式の割当てを受ける権利、株式無償交付期待権が含まれ

る。 
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改 正 後 改 正 前 
⑵ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（十一） 未収入金

（受取手形を含む。）」に該当する。 

イ 売掛金 

ロ その年の 12月 31 日において既に弁済期が到来しているもので、

同日においてまだ収入していないもの（未収法定果実、保険金、退

職手当金等） 

⑶ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（十四） (四)､（十

二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産」に該当する。 

 イ 所得税法施行令第３条《棚卸資産の範囲》に掲げる財産   

 ロ 家財（規則別表第三に規定する「（十二） 書画骨とう及び美術

工芸品」及び「（十三） 貴金属類」を除く。） 

（注） 貴金属類のうち、いわゆる装身具として用いられるものは、

その用途が事業用であるものを除き、家財として取り扱って

差し支えない。 

 ハ 所得税法施行令第６条第３号から第７号まで《減価償却資産の

範囲》に掲げる財産  
⑷ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（十五） その他の

財産」に該当する。  

 イ 規則第 12条第２項に規定する「保険（共済を含む。）の契約に

関する権利」 

（注） 規則第 12条第２項に規定する「保険（共済を含む。）の契

約に関する権利」の意義については、５－５⑴参照。 

 ロ 規則第 12条第３項第１号に規定する「預託金又は委託証拠金そ

の他の保証金」 

（注） 規則第 12 条第３項第１号に規定する「預託金」の意義に

ついては、５－６⑴参照。 

ハ 規則第 12 条第３項第３号に規定する「民法第 667 条第１項に規

定する組合契約」又はこれに類する契約に基づく出資 

（注） 規則第 12 条第３項第３号に規定する「その他これらに類

する契約に基づく出資」の意義については、５－６⑵参照。 

 ニ 規則第 12条第３項第４号に規定する「信託に関する権利」 

（注） 規則第 12 条第３項第４号に規定する「信託に関する権利」

⑵ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（十一） 未収入金

（受取手形を含む。）」に該当する。 

イ 売掛金 

ロ その年の 12月 31 日において既に弁済期が到来しているもので、

同日においてまだ収入していないもの（未収法定果実、保険金、退

職手当金等） 

⑶ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（十四） (四)､（十

二)及び(十三)に掲げる財産以外の動産」に該当する。 

 イ 所得税法施行令第３条《棚卸資産の範囲》に掲げる財産   

 ロ 家財（規則別表第三に規定する「（十二） 書画骨とう及び美術

工芸品」及び「（十三） 貴金属類」を除く。） 

(注) 貴金属類のうち、いわゆる装身具として用いられるものは、

その用途が事業用であるものを除き、家財として取り扱って差

し支えない。 

 ハ 所得税法施行令第６条第３号から第７号まで《減価償却資産の

範囲》に掲げる財産  
⑷ 次に掲げる財産は、規則別表第三に規定する「（十五） その他の

財産」に該当する。  

 イ 規則第 12条第２項に規定する「保険（共済を含む。）の契約に

関する権利」 

（注) 規則第 12 条第２項に規定する「保険（共済を含む。）の契

約に関する権利」の意義については、５－５⑴参照。 

 ロ 規則第 12条第３項第１号に規定する「預託金又は委託証拠金そ

の他の保証金」 

（注） 規則第 12 条第３項第１号に規定する「預託金」の意義に

ついては、５－６⑴参照。 

ハ 規則第 12 条第３項第３号に規定する「民法第 667 条第１項に規

定する組合契約」又はこれに類する契約に基づく出資 

（注） 規則第 12 条第３項第３号に規定する「その他これらに類

する契約に基づく出資」の意義については、５－６⑵参照。 

 ニ 規則第 12条第３項第４号に規定する「信託に関する権利」 

（注） 規則第 12 条第３項第４号に規定する「信託に関する権利」
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改 正 後 改 正 前 
の意義については、５－６⑶参照。 

ホ 規則第 13 条第３号に規定する「特許権、実用新案権、意匠権若

しくは商標権又は著作権その他これらに類するもの」 

ヘ 財産的価値のある暗号資産（資金決済に関する法律（平成 21 年

法律第 59号）第２条第５項 に規定する「暗号資産」等） 

 

第６条の３（財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）

関係 

（重要なものの記載が不十分であると認められる場合） 

６の３－３ 

法第６条の３第２項第２号に規定する「記載すべき事項のうち重要

なものの記載が不十分であると認められる場合」とは、規則第 15 条第

１項の規定により財産債務調書に記載すべき事項（以下この項におい

て「記載事項」という。）について誤りがあり、又は記載事項の一部が

欠けていることにより、所得の基因となる財産債務の特定が困難であ

る場合をいう。 

 

（法第６条の３第１項及び第２項の適用の判断の基となる財産債務調

書） 

６の３－４ 

法第６条の３第１項及び第２項の規定の適用は、同条第１項におい

て準用する法第６条第２項若しくは法第６条の３第２項において準用

する法第６条第４項又は令第 12 条の４において準用する令第 12 条第

１項各号に規定する財産債務調書により判定するのであるから、これ

らの規定に規定する財産債務調書以外の財産債務調書に法第６条の３

第１項に規定する「当該修正申告等の基因となる財産又は債務」の記載

があった場合でも、同条第２項第２号の「記載がない場合」に該当する

ことに留意する。 
 

（相続財産債務を有する者の責めに帰すべき事由がない場合） 

６の３－４の２ 

 法第６条の３第２項各号に規定する「相続財産債務を有する者の責

の意義については、５－６⑶参照。 

ホ 規則第 13 条第３号に規定する「特許権、実用新案権、意匠権若

しくは商標権又は著作権その他これらに類するもの」 

ヘ 財産的価値のある仮想通貨（資金決済に関する法律（平成 21 年

法律第 59号）第２条第５項 に規定する「仮想通貨」等） 

 

第６条の３（財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例）

関係 

（重要なものの記載が不十分であると認められるとき） 

６の３－３ 

法第６条の３第２項に規定する「財産債務調書に記載すべき事項の

うち重要なものの記載が不十分であると認められるとき」とは、規則第

15 条第１項に規定する記載事項について誤りがあり、又は記載事項の

一部が欠けていることにより、所得の基因となる財産債務の特定が困

難である場合をいう。 

 

 

（法第６条の３第１項及び第２項の適用の判断の基となる財産債務調

書） 

６の３－４ 

法第６条の３第１項及び第２項の規定の適用は、法第６条の３第３

項において準用する法第６条第３項又は令第 12条の４において準用す

る令第 12条第１項の規定が適用される財産債務調書により判定するの

であるから、これらの財産債務調書以外の財産債務調書に法第６条の

３第１項に規定する「当該修正申告等の基因となる財産又は債務」の記

載があった場合でも、同条第２項の「記載がないとき」に該当すること

に留意する。 
 

 

（新 設） 
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めに帰すべき事由がない場合」とは、例えば、財産債務調書の提出義務

者又は当該提出義務者以外の者で財産債務調書に記載すべき相続財産

債務（法第６条の２第２項に規定する相続財産債務をいう。以下この項

において同じ。）に関する書類を保有する者が、災害があったこと、又

は病気による入院をしたこと等により、財産債務調書の記載又はその

提出が困難であると認められる場合などのほか、相続財産債務の内容、

管理状況その他の客観的な事実に基づき、相続人が相続財産債務の存

在を知り得ることが困難であると認められる場合が該当する。 

なお、この相続財産債務の存在を知り得ることが困難であると認め

られる場合とは、相続人が通常考えられる財産調査を尽くした事実が

あるものの、被相続人が生前に一部の相続人しか知り得ない方法によ

り財産を管理しており、その一部の相続人から知らされていなかった

ことにより、財産債務調書の提出期限において、その相続財産債務の存

在を他の相続人が知らなかった場合などをいう。 

 

（財産債務調書の提出を要しない者から提出された財産債務調書の取

扱い） 

６の３－５ 

提出された財産債務調書に記載された財産の価額によれば法第６条

の２第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定による財産債務調書の提出を要しない者から提出された財

産債務調書は、法第６条の３第１項において準用する法第６条第２項

及び法第６条の３第２項において準用する法第６条第４項（第１項に

係る部分に限る。）又は令第 12 条の４において準用する令第 12条第１

項の規定が適用される財産債務調書に該当しないことに留意する。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財産債務調書の提出を要しない者から提出された財産債務調書の取

扱い） 

６の３－５ 

提出された財産債務調書に記載された財産の価額によれば法第６条

の２の規定による財産債務調書の提出を要しない者から提出された財

産債務調書は、法第６条の３第３項において準用する法第６条第３項

又は令 12 条の４において準用する令第 12 条第１項の規定が適用され

る財産債務調書に該当しないことに留意する。 
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改 正 後 改 正 前 
表１（国外財産調書合計表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１（国外財産調書合計表） 
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改 正 後 改 正 前 
表２（財産債務調書合計表） 

 

 

表２（財産債務調書合計表） 
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改 正 後 改 正 前 
附則（平 30 課総９－167） 

（経過的取扱い） 

この法令解釈通達による改正後の表１及び表２の取扱いは、令和２

年１月１日以後に提出する国外財産調書及び財産債務調書について適

用し、同日前に提出した国外財産調書及び財産債務調書については、な

お従前の例による。 

 

附則（令２課総９－91） 

（経過的取扱い） 

この法令解釈通達による改正後の６－４から６－８まで及び６の３

－４から６の３－５までの取扱いは、令和２年分以後の所得税又は令

和２年４月１日以後に相続若しくは遺贈により取得した財産に係る相

続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は同日前に相続若し

くは遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例

による。 

附則（平 30 課総９－167） 

（経過的取扱い） 

この法令解釈通達による改正後の表１及び表２の取扱いは、平成 32

年１月１日以後に提出する国外財産調書及び財産債務調書について適

用し、同日前に提出した国外財産調書及び財産債務調書については、な

お従前の例による。 

 

（新 設） 

 


